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（概要） 

捜査の究極の目的が、公判において有罪判決を得ることにあることに鑑み、捜査着手から起訴・公

判に至るまでの一連の捜査過程において、的確に捜査の「ち密化・適正化」が図られるよう、捜査指

導・捜査検討を組織的かつ実践的に行うための各種取組事項を定めたものです。 


